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調査を行った背景
（平成31年1月29日付 厚生労働省医政局地域医療計画課長、厚生労働省老健局介護保険計画課長、厚生労働省老健局老人保健課長通知
「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」より抜粋）

（３）在宅医療の取組状況の見える化（データ分析）
都道府県単位・二次医療圏単位のデータのみでは、医療関係者の当事者意識を喚起できないこと
や個別の地域の 議論につながらないこと等の理由から、在宅医療の提供体制については、市町
村単位等でデータを用いて把握すること。そのため、都道府県は、関係者の在宅医療の提供体制
整備に係る取組状況を評価できるよう、以下の情報収集及び情報共有に取り組むこと。
①（中略）
②将来人口を見据え、既存統計等では把握できない医療機関ごとの訪問診療の実施可能件数や訪
問診療への参入意向等について実態調査等を行い、その結果に基づいて有効な施策を講じるこ
と。また、調査の結果については、市町村や関係団体と共有し、有効に活用すること。

本県では、第８次保健医療計画中間評価（令和２年）と第９次保健医療計
画策定時（令和５年）に実施。
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【調査方法】
〇令和５年６月～８月の間に実施
〇調査票を郵送配布し、Web、FAX、郵送による回収を実施した。
〇回答数全体 75.6%

令和２年に実施した同様の調査結果と比較し、本県の状況を把握することとした。
（回答数が異なるため、一部は、割合において比較を行った。）

在宅医療に係る医療機能の把握のための調査
（令和５年12月）（掲載URL：https://www.pref.okayama.jp/page/692513.html）

医療機関 歯科診療所
訪問看護
ステーション

合計

配布数 1,727 971 222 2,920

回収数 1,274 793 141 2,208

回収率 73.8% 81.7% 63.5% 75.6%

【調査の目的】
医療機関ごとの訪問診療の実施可能件数や訪問診療への参入意向等につい

て実態調査を行い、在宅医療の現状を把握する。
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①医療機関の結果について
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医療機関の状況

在宅医療を担当する医師では、県南東部圏域、県南西部圏域、津山・英田圏域において増加している。
在宅医療を担当する看護師については、県南東部圏域、県南西部圏域、津山・英田圏域において増加して
おり、県南西部圏域においては、増加割合が高くなっている。
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％

医師のうち、在宅医療を担当する医師割合

R2 R5
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％

看護師のうち、在宅医療を担当する看護師割合

R2 R5

・各年１月１日を基準日とした。
・各圏域ごとに、回答のあった医師数のうち、在宅医療を担当する医師数の割合と看護職員のうち、在宅
医療を担当する看護職員の割合を算出したもの。
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退院支援の状況
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・各年、１月の1か月間における、入退院支援加算１,２の算定状況において比較。
・各圏域ごとの回答数のうち、退院支援を実施と回答した医療機関数の割合を算出したもの。

入退院支援加算は、患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるよう
に、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、入退院支援を実施
することを評価するもの。
入退院支援加算１：入退院支援及び地域連携業務に専従する職員を各病棟に専任で配置し、原則として入院後３日以内
に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出。
入退院支援加算２：患者の入院している病棟等において、原則として入院後７日以内に退院困難な要因を有している患
者を抽出。

退院支援を実施する医療機関は、県南東部、県南西部、真庭、津山・英田で増加。
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退院支援の状況
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人口１０万対
施設数 入退院支援加算施設数（R2、R5）

R2 R5 R2人口１０万対 R5人口１０万対

（各年4月1日時点）中国四国厚生局管内の届出受理医療機関名簿
（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/shisetsukijunjuri.html）
より作成

・年間での比較を行うと、全ての圏域において入退院支援加算施設は増加している。
・人口10万対で比較をすると、R5年では、高梁・新見圏域が最も多く、県南東部が最も低くなっている。
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（参考）介護支援連携指導加算算定状況
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人口10万対回
R2・R4介護支援連携指導加算（医療圏ごと）

R2算定回数 R4算定回数 R2人口10万対 R4人口10万対

算定回数は医療圏によって差があるが、人口10万対で比較すると、高梁・新見圏域が
最も高くなっている。

NDBオープンデータ（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000177182.html）より作成

介護支援連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的
な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通
所支援を導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により
適切な介護等サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員又は指定
特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員と連携し退院後のケアプラン
又はサービス等利用計画若しくは障害児支援利用計画の作成につなげることを評価するもの。

7



往診の実施状況
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％回/月
往診の実施状況（R2とR5の比較）

往診を実施した回数

（＝延べ回数） R2

往診を実施した回数

（＝延べ回数） R5

実施割合 R2 実施割合 R5

・実施回数は、県南西部圏域、津山・英田圏域において、R2と比較すると増加。
・実施割合は、高梁・新見圏域を除く４つの圏域において、R5年はR2年よりも増加してい
る。

各年の１月の1ヶ月間に、診療報酬上の「往診料」の算定回数について、計上したもの。



看取りの実施状況
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％人/月 看取りの実施状況（R2とR5の比較）

看取りを実施した実患者数 R2 看取りを実施した実患者数 R5 実施割合 R2 実施割合 R5

各年1月の1ヶ月間に、回答のあった施設のうち、看取り実施施設（診療報酬上「看取り加算」又は「在宅ターミナルケア
加算」のいずれかを算定）の割合を算出したもの。
看取りを実施した実患者数：各年１年間（１月～12月）に、診療報酬の算定の有無に関わらず死亡診断を行った患者のう
ち、自宅等（医療機関以外）で亡くなった患者数。

・1月の1ヶ月間においては、津山・英田圏域のみ、「看取り加算」又は「在宅ターミナルケ
ア加算」を実施した実患者数は増加している。また、県南東部圏域、県南西部圏域におい
て、令和５年は令和２年と比較すると看取り実施割合が増加。

（参考）
「在宅ターミナルケア加算」：在宅で死亡した患者に死亡日及び死亡日前の14日以内に２回以上の往診または訪問診療を実施した場合に算定
可能。
「看取り加算」：往診又は訪問診療を実施した患者を在宅で看取った場合に算定できる。在宅ターミナルケア加算と算定可能。



看取り加算について
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人口10万対回 看取り加算

R2 R4 R2人口10万対 R4人口10万対

人口10万対では、津山・英田圏域が最も高い。
全ての圏域において、R4年の算定回数がR2年よりも増加している。

NDBオープンデータ（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000177182.html）より作成
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訪問診療について

11

31.0
29.2

25.7

48.7

31.131.5 31.3
28.6

41.4

33.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田

％ 訪問診療実施割合（R2とR5の比較）

実施 R2 実施 R5

各年1月の1ヶ月間に診療報酬上の「在宅患者訪問診療料」を算定している施設を回答施設数で割り、割合を算出したもの。

訪問診療を実施している施設割合は、真庭圏域以外の４つの圏域でR2年と比較すると増
加している。



年齢階級別訪問診療実施患者（R2とR5比較）
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R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5

0～14歳 15～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上 総数

県南東部 19 75 58 47 257 252 441 654 6333 5978 7108 6655

県南西部 33 125 59 172 136 819 303 686 3592 4280 4123 5676

高梁・新見 0 1 1 1 3 3 3 5 221 111 228 120

真庭 0 0 0 0 0 2 9 23 223 213 232 216

津山・英田 0 1 4 2 22 16 69 61 1174 1158 1269 1043
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％ 小児（18際未満）の訪問診療実施割合（R2とR5の比

較）

実施 R2 実施 R5

・訪問診療を実施した実患者数は、令和２年と比較すると、総数について、令和５年は県
南西部を除いて減少しているものの、0-14歳については４つの圏域で増加している。
・18歳未満の小児の訪問診療実施割合については、真庭圏域以外の４つの圏域が増加して
いる。

・各年１月の１ヶ月間に訪問診療を実施した年齢階級別の実患者数
・各年の１月の１ヶ月間に18歳未満の診療報酬上の「在宅患者訪問診療料」を算定している
医療機関の割合を算出したもの。



要介護度別訪問診療割合（R2とR5比較）
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県南東部と県南西部では、介護度が高い患者の訪問診療実施割合が高くなっている。

各年の１月の１ヶ月あたりの各圏域ごとの訪問診療の実施延べ回数のうち、要介護度別の割合を算出したもの。
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在宅薬剤管理指導（R5のみ）
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・R5年に新規で追加した質問内容。
・在宅医療のニーズが多様化しており、高度な薬学管理等を充実させることが重要だと言われていることか
ら、本県での在宅薬剤管理指導の実施状況について、調査を実施。

令和５年の１月の1ヶ月間に、薬局に在宅薬剤管理指導を依頼した実績について調査。
※総数未記入、あるいは内訳未記入の回答があったため、総数との相違が生じている。

麻薬の投与及びそのうち無菌製剤の薬剤管理指導については、津山・英田圏域におい
ても実施。
小児の薬剤管理指導については、県南東部圏域、県南西部圏域のみで実施。



訪問リハビリテーション（R5のみ）
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75歳以上 512 419 14 15 15

65～74歳 91 61 1 7 0

40～64歳 53 31 1 4 0

15～39歳 1 5 1 0 0
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人/月 訪問リハビリテーション実利用者数

令和５年１月の１ヶ月間に訪問リハビリテーションを実施した人数

医療機関におけるリハビリテーション（急性期・回復期）から、地域における居住生活の維持向上を目指す生活
期リハビリテーションの提供体制を把握するため、令和５年調査に追加。

全ての圏域において、75歳以上の利用者数が他の年齢に比べて多くなっている。



訪問栄養食事指導（R5のみ）
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人/月
栄養士に訪問栄養食事指導を依頼した患者数

令和５年１月の１ヶ月間に、訪問栄養食事指導を依頼した患者数。

在宅療養患者の状態に応じた栄養管理を行うことが求められていることから、訪問栄養食事指導
の実施状況を調査。

訪問栄養食事指導は、県南部でのみ、食事指導が行われている。
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社会保障審議会-介護給付費分科会（R2.6.25）資料１より抜粋



医療機関を対象とした調査より把握できたこと

18

・対象者の状態に応じた関係機関と連携して退院支援を実施する医療機関
が、増加している。

・今回の調査においては、往診実施機関や看取り実施件数は減少している
ものの、訪問診療の実施割合は増加している。

・小児の訪問診療の実施割合は増加している。また、訪問診療を利用する
対象者の介護度が高くなっている。

・高度な薬学管理や訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導を実施し
ていることから、在宅療養者の療養ニーズが多様化していることが伺え
る。



②訪問歯科医療機関の結果について

19



歯科医療機関の状況
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歯科医師のうち在宅医療を担当する歯科医師割合

R2 R5

35.0 34.3

47.2 48.6

38.4
36.2 37.8

54.9

48.4

29.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田

％
歯科衛生士のうち在宅医療を担当する歯科衛生士割合

R2 R5

在宅医療を担当する歯科医師については、真庭圏域、津山・英田圏域において減少、在宅医療
を担当する歯科衛生士については、真庭圏域、津山・英田圏域において減少している。

・各年１月１日を基準日とした。
・各圏域ごとに、回答のあった歯科医師数のうち、在宅医療を担当する歯科医師の割合と歯科衛生士のう
ち、在宅医療を担当する歯科衛生士の割合を算出したもの。



訪問歯科診療について

21
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％ 小児訪問歯科診療実施割合（R2とR5の比較）
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令和2年と令和５年を比較すると、訪問歯科診療の実施割合は低下している。
小児訪問歯科診療については、実施している歯科診療所割合が令和５年は、0％となっ
ている。

（訪問歯科診療）
回答施設数のうち、各年1月の1ヶ月間における診療報酬上の「訪問歯科診療」を算定している施設の割合を算出したもの。
（小児訪問歯科診療）
回答施設数のうち、各年1月の1ヶ月間における18歳未満の診療報酬上の「訪問歯科診療」を算定している施設の割合を算出し
たもの。



訪問歯科診療患者数（R2とR5の比較）
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R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5

0～14歳 15～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上

県南東部 4 0 34 1 132 4 301 21 3051 396

県南西部 5 0 11 0 65 11 114 12 1228 90

高梁・新見 0 0 5 0 27 0 19 0 72 37

真庭 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0

津山・英田 0 0 2 0 5 0 6 0 114 126

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

訪問歯科診療を実施した年齢階級別の実施患者数（R2とR5の比較）

1914

1209

74 2 26
165 96 35 0 69

0

500

1000

1500

2000

2500

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田

人

訪問歯科診療を実施した患者のうち、

歯科衛生士を帯同した患者数（R2とR5の比較）

R2 R5

・訪問歯科診療を実施した患者数は、全ての圏域において、減少しており、真庭圏域は、令
和５年は０人となっている。
・訪問歯科診療を実施した年齢階級別患者数では、実施患者が０人となっている真庭圏域以
外の圏域において、75歳以上が最も多くなっている。
・歯科衛生士を帯同した患者についても、令和２年と比較すると、令和５年は津山・英田圏
域を除く４つの圏域において減少している。

各年１月の１ヶ月あたりの歯科訪問診療を実施した実患者数と歯科衛生士を帯同した患者数について、比較
したもの。



訪問歯科診療患者数（R2とR5の比較）

23

R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5

要支援１・２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

県南東部 65 14 269 47 385 55 476 56 417 67 426 55

県南西部 40 3 101 12 138 21 199 23 175 13 147 12

高梁・新見 3 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0

真庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

津山・英田 3 0 8 3 7 7 12 25 24 60 25 24
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人

要介護度別 訪問歯科診療実施患者数

・全ての介護度において、訪問歯科診療実施患者は減少しており、高梁・新見圏
域、真庭圏域においては、全ての介護度において、０人となっている。

各年１月の1ヶ月あたりの訪問歯科診療を実施した要介護度別実患者数を比較したもの。



訪問口腔衛生指導実施状況（R2とR5の比較）
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訪問口腔衛生指導実施割合（R2とR5の比較）
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・県南西部圏域、高梁・新見圏域、津山・英田圏域において、実施機関が増加して
いる。

回答施設数のうち、各年１月の１ヶ月間に、診療報酬上の「訪問口腔衛生指
導」を算定している施設の割合を算出したもの。



訪問口腔衛生指導実施状況（R2とR5の比較）

25

R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5

0～14歳 15～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上

県南東部 2 0 24 4 74 15 160 52 1253 759

県南西部 3 2 12 10 47 23 70 39 675 268

高梁・新見 14 0 2 0 10 1 5 0 15 145

真庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津山・英田 0 0 2 0 2 0 0 0 37 28
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訪問口腔衛生指導を受けた実患者数（年齢階級別）（R2とR5の比較）
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訪問口腔衛生指導のうち歯科衛生士を帯同した患者数

（R2とR5の比較）

R2 R5

・訪問口腔衛生指導は、令和５年は令和２年よりも減少しているものの、高
梁・新見圏域での75歳以上への訪問口腔衛生指導患者は増加している。
・歯科衛生士を帯同した患者数については、高梁・新見圏域、津山・英田圏域
において、令和５年は令和２年と比較すると増加している。

各年の１月の1ヶ月間の訪問口腔衛生指導を実施した実患者数を比較したもの。
そのうち、歯科衛生士を帯同した実患者数を比較したもの。



要介護度別訪問口腔衛生指導割合（R2とR5比較）
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R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5

要支援１・２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

津山・英田 0 0 0 0 6.3 12.5 14.1 3.1 23.4 59.4 43.8 15.6

真庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高梁・新見 0 0 0 0 2.7 0.7 0 0 0 0 0 1.4

県南西部 2.1 3.8 7.9 10.4 8.1 14.1 13.3 13.0 11.9 15.8 12.3 21.1

県南東部 1.2 0.5 5.5 1.9 9.4 3.5 8.5 4.5 13.1 4.0 15.8 3.1

0.0
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80.0

90.0
％

要介護度別訪問口腔衛生指導割合（R2とR5の比較）

・県南西部圏域、高梁・新見圏域では、令和２年よりも令和５年の要介護度が重
症化している。

各圏域の各年の１月の１ヶ月当りの訪問口腔衛生指導の実施回数のうち、要
介護度別の割合を算出したもの。



NSTとの連携割合（R2とR5の比較）

27
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％
NSTとの連携実施割合（R2とR5の比較）

R2 R5

・NSTとの連携は、県南東部圏域、県南西部圏域の２つの圏域のみとなって
いる。令和２年よりも令和５年の連携実施割合は低くなっている。

（参考：NSTについて）栄養障害の状態にある患者や栄養管理をしなければ栄養障害
の状態になることが見込まれる患者に対し、患者の生活の質の向上、原疾患の治癒
促進及び感染症等の合併症予防等を目的とした、栄養管理に係る専門的知識を有し
た多職種からなる栄養サポートチーム。

回答数のうち、各年１月の１ヶ月間に、NST（在宅で活動する栄養サポートチーム）
の連携状況。



在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所との連携状況
（R5のみ）

28
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在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所との連携割合（R5）

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田

各圏域ごとの回答数のうち、令和５年１月の１ヶ月間に、在宅療養支援病院又は在
宅療養支援診療所から歯科訪問診療を依頼され、歯科訪問診療を実施した患者の割
合したもの。

・各圏域ごとに歯科診療所と在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所が連携を
行っている。
・令和５年は、５つの圏域のうち、津山・英田圏域が連携割合が最も高くなってい
る。



歯科医療機関を対象とした調査から把握できたこと

29

・訪問歯科診療の実施割合は令和２年よりも減少している。また、対象者は高
齢者が多く、令和２年よりも介護度が重度化している圏域が多い。

・訪問口腔衛生指導については、令和２年よりも実施割合が増加している圏域
がある。訪問歯科診療と同様に、対象者は高齢者が多く、令和２年よりも介護
度が重度化している圏域が多い。

・NSTとの連携は県南部でのみとなっているものの、在宅療養支援病院や在宅
療養支援診療所とは５つの圏域において連携しており、医科歯科連携が行われ
ていることが伺える。



③訪問看護ステーションの結果について

30



サービス種別の状況について

31
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サービス種別の状況割合（R2とR5の比較）
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令和５年においては、令和２年よりも医療保険、介護保険の両サービスによる訪問
看護を届け出ているステーション割合が県南東部圏域、県南西部圏域、高梁・新見
圏域において減少している。



（参考）訪問看護対象者について

32

社会保障審議会 介護給付費分科会
（R2年8月19日）資料３より抜粋



施設基準の届出状況

33

R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5

24時間対応
体制加算

特別管理加算
専門管理加算

（※R4新設）

精神科訪問看護
基本療養費

機能強化型
訪問看護管理療養費

県南東部 7 10 6.7 9.6 0.1 4.5 6.5 0.5 0.8

県南西部 5.9 8.5 5.9 8.3 0.2 3.9 5.7 1 1.3

高梁・新見 8.6 18.2 8.6 18.2 0 5.2 10.9 0 0

真庭 11.4 7.3 11.4 7.3 0 2.3 2.4 0 0

津山・英田 8.6 11.2 8.6 11.2 0 4 4.1 0 0

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20人口10万対

医療保険における施設基準の届出状況（人口10万対）（R2とR5の比較）

（参考）
特別管理加算とは、医療的な処置が必要で、訪問看護師による特別な管理が必要とされる利用者に対して、計画的な管理、ケアを実施し
た場合に限り加算できる。
専門管理加算とは、質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から、「専門性の高い看護師」が利用者の病態に応じた高度なケア及び管
理の実施などの算定要件を満たした際に算定される。
算定要件には、緩和ケア、褥瘡ケア、人口肛門ケア、および人口膀胱ケア等がある。
機能強化型訪問看護管理療養費とは、「ターミナルケアの実施や、重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制の評価」や「地域の訪問
看護の人材育成等の役割を評価」したもの。

・各年１月１日を基準日としている。
・あてはまる届出状況について全て尋ねており、１つの機関が複数の回答をしている等、重複しているも
のもある。



人員体制（R2とR5の比較）

34

R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5

看護職員 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護補助者

県南東部 44.4 75.4 8.7 11.4 6.3 8.7 0.6 0.4 1.1 3.2

県南西部 38.3 64.6 9 9.9 9.1 8.3 0.2 1.1 0.7 0.6

高梁・新見 47.4 91.1 0 0 0.2 0 0 0 3.8 0

真庭 49.5 33.9 2.3 0 2.3 0 0 0 0 0

津山・英田 36 52.1 2.9 1.2 2.1 1.9 0 0 0 2
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看護職員人員体制（R5のみ）（人口10万対）

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田

・人口10万対で比較すると、令和５年の看護職員は、高梁・新見圏域が最も多い。一方で、
常勤換算では、県南東部圏域が最も多い。
・医療的ケア児の訪問担当看護職員は、高梁・新見圏域が最も多くなっている。
・療法士や看護補助者では、県南部が県北部よりも多い傾向となっている。

R2とR5の比較では、各年１月１日を基準日としたもの。



退院支援実施状況

35
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％ 退院支援実施割合（R2とR5の比較）

R2 R5

・真庭圏域、津山・英田圏域は、令和５年分が増加している。

・回答のあったステーションのうち、各年１月の１ヶ月間に退院支援「退院時共同指導料２」「外泊
時訪問看護」「退院支援指導」を算定したステーション数の割合を比較したもの。
（参考）
「退院時共同指導料２」：入院中の患者に対して、退院後の在宅療養担当医療機関と入院医療機関が
協働して退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を行った場合に算定。
「退院支援指導」：訪問看護ステーションが退院日に利用者や家族へ在宅での療養上必要な指導を
行った場合に算定。



緊急時の訪問看護
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（参考）
・24時間対応体制加算とは、医療保険において、必要に応じて緊急の訪問や、夜間や休日などにおける利用者や家族等の電話
などによる相談や連絡に対応できる体制整備を評価することを目的としているもの。
・緊急時訪問看護加算とは、介護保険において、24時間体制のある訪問看護事業所の体制について、24時間対応体制のある訪
問看護事業所からの緊急時訪問を評価することを目的としているもの。
・緊急訪問看護加算とは、主治医から指示を受けて行う計画外の訪問を行った時に、算定するもの。

・24時間対応体制加算は、県南西部圏域、高梁・新見圏域において増加しており、緊急時訪
問看護加算は、県南東部圏域、県南西部圏域において増加している。
・緊急訪問看護加算は、医療保険分については、高梁・新見圏域、介護保険分は、県南東部
圏域、高梁・新見圏域、津山・英田圏域において増加している。

・各年１月の１ヶ月間の２４時間対応体制加算、緊急時訪問看護加算を算定している実算定者数を比較したもの。
・各年１月の１ヶ月間の緊急訪問看護（医療保険）、緊急時訪問看護加算の算定回数（延べ算定回数）を比較したもの。



訪問看護実施状況
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数
（医療保険）訪問看護実施状況（R2とR5の比較）
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数

（介護保険）訪問看護実施状況（R2とR5の比較）

R2 R5

・県南東部圏域において、医療保険、介護保険共に訪問看護の実施が増加して
おり、その他の圏域においては、減少している。

各年１月の１ヶ月間に医療保険による訪問看護、介護保険による訪問看護の実施状
況を比較したもの。



訪問看護を利用した実利用者数
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0～14歳 15～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上

県南東部 173 126 285 388 721 761 382 364 481 574

県南西部 156 78 168 122 324 257 219 221 341 373

高梁・新見 1 1 4 4 4 6 3 6 8 18

真庭 4 1 2 1 7 0 8 2 29 16

津山・英田 7 7 10 9 63 55 42 50 69 50
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40～64歳 65～74歳 75歳以上

県南東部 159 104 441 463 2557 2531

県南西部 146 108 495 438 1940 1791

高梁・新見 2 3 11 16 153 130

真庭 7 1 23 15 220 78

津山・英田 8 11 46 37 385 310
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（医療保険）
・県南東部圏域、県南西部圏域、高梁・新見圏域は、R5年では75歳以上が増加。
・津山・英田圏域は、65-74歳が増加。
（介護保険）
・65-74歳において、県南東部が増加しているものの、その他の年代や圏域はＲ２年
よりも減少している。

各年１月の１ヶ月あたりの訪問看護を利用した実利用者について比較したもの。



要介護度別訪問看護利用者
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要支援１・２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

県南東部 442 399 638 627 813 755 480 484 408 437 468 487

県南西部 527 433 542 481 612 546 401 386 280 316 253 218

高梁・新見 27 20 36 32 43 35 26 19 16 14 17 19

真庭 34 14 56 25 33 14 30 13 29 21 34 12

津山・英田 37 31 103 89 92 77 72 65 82 61 64 61
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・R5年においては、県南東部圏域、県南西部圏域、高梁・新見圏域は、要介護２の利用者、真庭圏
域、津山・英田圏域においては、要介護１の利用者が多くなっている。

各年１月の１ヶ月あたりの訪問看護を利用した実利用者について、要介護度別に比
較したもの。



看取りの実施状況
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％ 看取りの実施割合（R2とR5の比較）

R2 R5

・令和５年は、令和２年と同割合である高梁・新見圏域を除く４つの圏域におい
て、実施割合が増加している。

回答施設数のうち、各年１月～１２月に訪問看護ターミナル療養費を算定している施設の割合を
比較したもの。



看取りの実施
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訪問看護ターミナルケア療養費、ターミナルケア加算について、令和５年は、県南東部圏域、県南西部
圏域において増加している。

訪問看護ターミナルケア療養費１：在宅で死亡した利用者又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを
行った場合、訪問看護ターミナルケア療養費１を算定する。
訪問看護ターミナルケア療養費２：特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち、介護保険における看取り看護加算等を算定した
利用者については、訪問看護ターミナルケア療養費２を算定する。
ターミナルケア加算：死亡日および死亡日前14日以内に２日以上要介護者に対してターミナルケアを行った場合に算定。

各年の１年間の訪問看護ターミナルケア療養費算定者数（医療保険）とターミナルケア算定者数（介護保
険）について、比較したもの。



訪問看護の多機能化、地域連携の状況
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、
・定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者（要介護者）の居宅を介護福祉士等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、
調理・洗濯・掃除等の家事等を行うとともに、看護師等による療養上の世話や診療の補助を行うもの（訪問看護を一体的に行う
場合）
又は
・定期巡回訪問、または、随時通報を受け訪問看護事業所と連携しつつ、利用者（要介護者）の居宅を介護福祉士等が訪問し、
入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事を行うもの（他の訪問看護事業所と連携し訪問看護を行う場合）
のうち、いずれかをいう。

・居住系施設・通所介護との委託契約については、県南西部圏域、高梁・新見圏域で増加している。

各年１月から１２月の間の居住系施設・通所介護との委託契約数を比較したもの。



訪問看護ステーションを対象とした調査から把握したこと
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・人員体制については、特に療法士や看護補助者について、県南部地域と県北部
地域に差があることが伺える。また、看護職員については、医療的ケア児の訪問
担当看護職員や精神科訪問看護担当職員など、特別な看護技術を有する看護職員
は、地域によって偏りがある。

・緊急時の訪問看護に関する加算が増加している圏域がある等、緊急時に対応で
きる体制が求められている。

・医療保険での訪問看護を利用した実利用者は４つの圏域において、６５歳以上
が増加しており、高齢者の中でも、より重症な方が増加していることが伺える。

・県全体として、令和２年よりも看取りの実施割合が増加しており、今後も在宅
で亡くなることを希望する方が増加することが予想される。



全体のまとめ
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・本県における在宅医療担当スタッフは、医師や看護職員においては増加している
ものの、歯科医師や歯科衛生士については、減少している圏域がある。

・在宅療養者については、令和２年の調査時よりも、高齢化や介護度が重症化して
いる。また、医療的ケア児への対応や、麻薬投与を必要とする患者等、より専門的
な知識を有することが求められている。

・リハビリ、栄養食事指導、医科と歯科の連携、介護との連携等多職種での連携を
行いながら、在宅療養者を支えている体制が伺えた。

→今後、本県では、さらに高齢者が増加すること、医療的ケア児や麻薬投与等、医
療的ニーズがさらに増加し、多様化することが予想されることから、在宅療養者の
個々の状況に応じた医療や介護の提供体制が求められる。そのため、関係機関の連
携をさらに強化していくことが必要である。


